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令和元年度第 2回北広島市市民参加推進会議  

日  時 令和元年 7月 9日（火）午後 6時 30分から午後 7時 45分 

場  所 市役所 3階 3C会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員 

（9名） 

浦野委員、中野委員、北川委員、杉本委員、竹内委員、小池委員 

穂刈委員、深村委員、高橋委員 

事 務 局 近藤課長、髙嶋主査、畠山主任、池田主事 

傍 聴 者  0名 

会議次第 

 

1 開会 

 

2 協議事項 

（1）平成 30年度市民参加手続きに係る事後評価について 

3 その他 

 

4 閉会 

配布資料 

・会議次第 

・資料 1 平成 30年度市民参加手続きの実施状況一覧 

・資料 2 平成 30年度市民参加手続きの実施状況 

・資料 3 平成 30年度市民参加実施状況評価調書（評価済み） 

・資料 4 平成 30年度市民参加実施状況評価調書（未評価のもの） 
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１．開 会 

事務局：それでは、定刻となりましたので、令和元年度第 2回北広島市市民参加推進会議を 

開会いたします。 

本会議につきましては、出席委員が過半数を超えておりますので、北広島市市民参加条

例施行規則第 8 条第 6 項の規定により、会議が成立しますことを事務局より報告いたし

ます。 

それでは、施行規則第 8 条第 5 項の規定により、議長につきましては竹内会長にお願い

します。竹内会長よろしくお願いいたします。 

 

議 長：それでは、はじめに議事録署名委員の指名ですが、穂刈委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

２．協議事項 

議 長：それでは、協議事項（1）平成 30 年度市民参加手続きに係る事後評価について、事務局

に説明を求めます。 

事務局：まず、お配りした資料の確認をさせていただきます。事前にお配りした資料は、5種類ご

ざいまして、 

①会議の次第 

②資料 1 平成 30年度市民参加実施状況一覧 

③資料 2 平成 30年度市民参加手続の実施状況 

④資料 3 事前評価済み事業の評価調書 

⑤資料 4 事前評価していない事業の評価調書 

です。 

では、まず「資料 1 市民参加実施状況一覧」をご覧ください。本日、事後評価して

いただきますのは、「昨年度事前評価を実施している」7事業と「事前評価していない」

5事業の、あわせて 12の事業です。 

事前評価をしていない理由としましては、平成 30年度第 1回市民参加推進会議より

も後に事業の実施が決定したことにより、事前評価をすることができなかったためで

す。「事前評価済みの事業」については、平成 30 年度の会議で「適切である」と評価

され、概ね事前評価のとおり適切に実施されております。 

 

事業毎の事後評価に入る前に、平成 30年度の市民参加手続きの全体的な状況につい

て、ご説明いたします。資料 2「平成 30年度 市民参加手続の実施状況」をご覧くださ

い。 

平成 30 年度は、市民参加対象事業 12 事業に対し 23 件の市民参加手続を実施し、

5,618人の市民の参加がありました。 

 市民参加対象事業 12事業のうち、最も実施数が多いのは「パブリックコメント」（実

■会議録 



3 

 

施率 75.0％）で、ついで「審議会等」が 7事業（実施率 58.3％）となっています。 

「その他」は、昨年度みなさんにも見学していただいた「きたひろしま市民会議」

になります。 

1ページ目の下段にもありますが、より多くの市民の意見を反映させるため、75％の

事業で複数の市民参加手続きを実施しています。 

ページをめくっていただいて、2ページ目の審議会等については、7つの事業で会議

を開催し、13名の公募市民に参加していただいております。公募市民が 0名となって

いる事業が 1 件ありますが、こちらは「小中学校給食運営委員会」です。ただ、委員

の半数が小中学校の保護者となっているものです。 

続いて下段にあります市民説明会については、3事業で説明会を実施し、参加者は全

体で 192名となっています。 

3ページに移りまして、パブリックコメントについてですが、9事業でパブリックコ

メントを実施し、5名から 18件のご意見をいただいております。 

続いて、アンケート調査ですが、実施したのは 3 事業です。アンケートの総配布数

は 9,645件で、回収率は 53.9％となっております。 

 

      それでは続いて、「平成 30 年度市民参加手続きに係る事後評価」の流れについてご

説明いたします。評価調書に基づいて事業の概要と実施結果を事業ごとに説明させて

いただきますので、その後、議長から質問・意見・評価を進めていただければと思い

ます。 

以上です。 

 

議 長：ただいま事務局から説明がありましたが、これについて何かご質問はありますでしょう

か。 

Ａ委員：事務局の評価としては、全体的に、市民説明会であるとかアンケート調査であるとか市 

民参加の機会をバランスよくいただいているというという評価でよいでしょうか。 

議 長：それでは、事前評価したものの整理番号 1-1の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《1-1 2019推進計画の作成について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-1 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：推進委員会の傍聴人数が大変多いのですが、内訳を教えていただけますか。 

事務局：資料を持ち合わせていないため、次回のご報告とさせていただいてもよろしいでしょう

か。 

Ａ委員：わかりました。パブリックコメントが 14件と非常に多かったのは、ワークショップに参 

加した方がパブリックコメントを出されたのでしょうか。 

事務局：ワークショップに参加された方であるかはわかっておりませんが、14 件中 13 件につい

ては、ボールパークに関する意見となっておりまして、ボールパークへの関心が非常に

高いという印象です。 

議 長：他に質問はございませんか。それでは、採決に入りたいと思います。 
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整理番号 1-1の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-1の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-2の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《 1-2 地域公共交通網形成計画 について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-2 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ｂ委員：活性化協議会の公募枠 4人でちょうど 4人が応募しているというのは、こちらから声を 

かけているのですか。 

事務局：あくまでも公募なので、みなさん自発的に応募していただいたという形になります。  

議 長：その他意見などございませんか。なければ採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-2の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-2の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-3の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《 1-3 立地適正化計画の作成 について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-3 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：評価調書の 4に「評価を受けての対応」という項目がありますが、この欄に記載がある 

ものと、ないものがあるのはどういう違いがあるのでしょうか。 

事務局：事前評価の際にご意見をいただいたものに関しては、その意見を受けた今後の対応とい

うのを各担当課に記載してもらっています。 

Ａ委員：市民説明会を各地区 1回合計 5回で開催し、参加人数が 37名と少なくないことについて 

は、どうお考えですか。 

事務局：一定の方にはご意見をその場でいただけている状況になりますので、ある程度市政につ

いて関心をもっていただいているのではないかと考えております。 

Ａ委員：町内会の回覧もしているのですね。 

事務局：市民説明会を補足するような形で周知したというところであります。 

Ｃ委員：町内会の回覧でどの程度理解できるのかというのは、まだ難しいところではありますが、 

進め方としては良いと思います。 

議 長：他に意見や質問はありませんか。なければ採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-3の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-3の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-4の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《1-4 平成 31年度当初予算の作成 について評価調書に基づき説明》 
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議 長：ただいま、整理番号 1-4 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ｂ委員：パブリックコメントで意見が出た時に、どういう基準で参考にしているのですか。 

事務局：今回出た 4 件の意見については、意見というよりは質問に近いものだったため、それに

回答するというような形をとっています。 

議 長：意見が出そろったところで、採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-4の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-4の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-5の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《 1-5 次期子ども・子育て支援プラン について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-5 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：公募枠のところで、定員を上回る応募があったようですが、人数構成について何かご説

明はありますか。 

事務局：子育てに関するものということで、保育園や学童クラブなど、いろいろな施設・団体の

代表者に入っていただく必要もありまして、このような割合になっておりますが、公募

の委員の割合が 2割ということで、概ね適正だと考えております。 

Ｂ委員：アンケート調査の予算と実際にかかった費用が結構あるが、この差は何なのでしょうか。 

事務局：入札という形になるため、予算は参考見積りをもとに組んでおりますが、実際にかかっ

た費用との差は出てきてしまうことがございます。 

議 長：他にご意見はありませんか。それでは、採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-5の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-5の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-6の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《 1-6 子どもの貧困に対する実態調査について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-6 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ｂ委員：アンケート調査の対象について、子どもの年齢が限定されているが、この年齢に限定し 

た理由はなんですか。 

事務局：先行して札幌市で同じようなアンケートをしていて、他市町村との比較をするために同

じ年齢にしたものになります。 

Ｄ委員：対象となる世帯は抽出ではなく全世帯ですか。 

事務局：はい、そのため配布枚数も当初予定から大幅に増えております。 

Ａ委員：事前評価で出た意見に「アンケート調査項目について、市の裁量があれば、答えやすい 

よう、配慮をお願いしたい」とありますが、その対応はどうでしたか。 
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事務局：調査項目について配慮しつつ、アンケートの配布方法についても回収数が増えるよう工

夫も行っています。 

Ｂ委員：配布方法を変えることでこんなに回収率があがるのであれば、子供向けのアンケートに 

ついては、教育機関を通じて実施した方がよいと思います。 

議 長：意見が出そろったところで、採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-6の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-6の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 1-7の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《1-7 北広島市下水道事業経営戦略の作成 について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 1-7 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ｂ委員：パブリックコメントの参考資料として図を入れたとありますが、ホームページへの掲載 

方法としては PDFになりますか。PDFをダウンロードしてという形だとなかなかダウン 

ロードする方は少ないのではないかと思うのですが。 

事務局：はい、PDFで掲載しております。複数ページにわたってしまうというところで、どうして

も PDFという形になってしまうところがございます。  

議 長：他に意見はございませんか。なければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 1-7の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 1-7の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

議 長：以上で「事前評価をしたもの」について、7件が終わりました。 

続いて、「事前評価をしていないもの」について、整理番号 2-1の事業について、引き続

き事務局から、説明をお願いします。 

事務局：《2-1 北広島団地地区の容積率緩和検討について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 2-1 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：アンケート調査はどの程度効果的だったのでしょうか。 

事務局：今回のアンケートは、都市計画マスタープランを作成するための基礎資料として実施さ

れたもので、現在都市計画審議会の中で、容積率の緩和によって２世帯住宅が増えるか

などの議論をするのに有用な資料になっていると考えております。 

議 長：他に意見はありますか。なければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-1の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-1の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

    続きまして、整理番号 2-2の事業につきまして説明をお願いします。 
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事務局：《2-2 国民健康保険税条例の一部改正 について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 2-2 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：市税の税率の引き上げということで、市民にとっては痛みを伴う条例の改正かと思うの 

ですが、いかがしょうか。 

事務局：市税を上げるということは、痛みを伴う部分ではありますが、パブリックコメントなど

を実施しながら、ご理解をいただき、進めているところであります。 

議 長：他に意見がなければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-2の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-2の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

続きまして、整理番号 2-3の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《2-3 子ども・子育て支援プランの変更について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 2-3 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

議 長：ご意見ご質問はございませんか。なければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-3の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-3の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。続きまして、整理番号 2-4の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《2-4 まちづくり基本構想・基本計画（防災職員施設整備）について評価調書に基づき説

明》 

議 長：ただいま、整理番号 2-4 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員：13人の委員の中には、運営委員会の委員の半数が保護者という説明でしたが、結果的に 

公募が含まれているということですか。 

事務局：学校給食ということで、PTAの方などで構成されておりまして、代表という形ではありま

すが、公募に近いものと考えられます。 

Ａ委員：市民説明会で市民と意見交換を行ったとあるが、そのフィードバックはどうだったので 

しょうか。 

事務局：どういった意見が出たかというところまでは把握ができておりませんが、建設予定地が

大曲地区ということで、夢プラザの方でも説明会を実施し、一定の方に参加していただ

きご意見を伺えたと聞いております。 

議 長：他に意見はありますか。なければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-4の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-4の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 
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続きまして、整理番号 2-5の事業につきまして説明をお願いします。 

事務局：《2-5北広島市観光基本計画について評価調書に基づき説明》 

議 長：ただいま、整理番号 2-5 について説明がありましたが、意見または質問はありますでし

ょうか。 

Ａ委員： 公募枠 1名のところに応募が 4人あったようですが、やはりボールパークに関わる観光 

というところで、関心が高かったかなと思いますがどうでしょうか。 

事務局：そうですね。できれば応募されたみなさんに委員になっていただければよかったのです

が、懇話会が平成 30年度にできたということもあり、予算上の部分があって公募枠につ

いては審査により 1名のみとなっております。 

議 長：他に意見がなければ、採決に入りたいと思います。 

整理番号 2-5の評価につきましては、「適切である」としてよろしいでしょうか？ 

委 員：《異議なし》 

議 長：それでは、整理番号 2-5の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」としま

す。 

これで、事後評価 全 12 事業の審議が終了いたしましたが、事後評価全体を通して何か

ご意見・ご質問はありますでしょうか。 

Ｂ委員：評価調書の周知方法というところのホームページの欄にチェックが入っていたら、基本 

的には SNSでも発信していると考えてよいのでしょうか。 

事務局：はい、ホームページを更新すると自動的に SNSの方にも掲載される形になります。 

Ｅ委員：子どもを対象としたアンケート調査の方法について、学校からもらうものと郵送のもの 

だとアンケートを出さなくてはならないという意識が違うので、子どもを対象としたも 

のについては、学校を通して出せば回収率も上がるし、経費もかからないので良いので 

はないでしょうか。 

Ｆ委員：評価調書（事前評価を実施した事業）の 4に、事前評価で出た意見や意見を受けての対 

応等が記入されていたので、前回の事前評価の議事録と突き合わせる必要がなく、見や 

すくてよかったと思います。 

Ｇ委員：全体としてボールパークに関する意見が多いので、これを機に、ボールパークを活用し 

ながら市民参加に関心をもってもらえたら良いなと思いました。 

Ｈ委員：市民が 6万人もいるのに、パブリックコメントなどの意見が少ないと感じました。アン 

ケートの回収率も半分であり、もっと意見が出てくるようになるとよいと思います。 

議 長：他にご意見はございますか。なければ、以上で協議事項（1）平成 30 年度市民参加手続

きに係る事後評価についての審議を終了いたします。 

３．その他 

議 長：本日の議案は以上となります。最後に「その他」として事務局からありますか。  

事務局：「市民参加フォーラム」についてですが、現在自治連合会と調整しているところでありま

す。自治連合会の役員会に出席させていただき、事業の説明をしたうえで日程等を決定

する予定としておりますが、役員会の日程が決まっていないということで、決まり次第

皆様に情報提供をさせていただきたいと考えております。 
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議 長：ただいまの事務局の説明について、何かご意見・ご質問はありますでしょうか。 

委 員：《質問・意見なし》 

議 長：その他に事務局からありますか。 

事務局：次の会議の日程についてですが、先日文書にてご案内いたしましたとおり、令和元年 7月

25日（木）18時 30分から開催する予定をしております。 

ご都合がつかなくなった等がございましたら、事務局へお知らせ願います。 

    以上です。 

議 長：このことについて、なにか質問はございませんか。 

委 員：≪質問なし≫ 

４．閉 会 

議 長：それでは、本日の会議はこれで終了といたします。皆さん、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

議事録署名委員                

 


